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１. 法人の概要

１． 現況

(1) 法人名

公立大学法人下関市立大学

(2) 所在地

山口県下関市大学町二丁目 1番 1号

(3) 役員の状況（202３年3月 31日現在）

理事長 山村 重彰

副理事長 1人、理事（常勤） 2人、理事（非常勤） 2人、監事（非常勤） 2人

(4) 学部等の構成

経済学部

経済学科（入学定員 195人）

国際商学科（入学定員 195人）

公共マネジメント学科（入学定員60人）

大学院経済学研究科

経済・経営専攻（入学定員 10人）

専攻科

特別支援教育特別専攻科（入学定員 10人）

(5) 学生数（202２年5月 1日現在）

(６) 教職員数（202２年5月 1日現在）

学生数 2,0７５人

経済学部 2,0４４人

大学院経済学研究科 ２７人

専攻科 4人

２． 基本方針

下関市立大学は、１９５６年４月に設立した下関商業短期大学を前身として、１９６２年４月

に４年制大学として開学した。以来、「総合的な知識と専門的な学術を教授研究するととも

に、地域に根ざし、世界を目指す教育と研究を通じ有為な人材を育成することにより、地域

社会及び国際社会の発展に寄与する」という学則に掲げられた目的を達成するために、様々

な取組を進めてきた。

近年の大学を取り巻く環境は大きく変わってきている。少子高齢化による１８歳人口の減

少は、大学の将来へ多大な影響を与えようとしており、大学は、安定的な入学者確保に取り

組む必要がある。そして、この少子高齢化の影響は、地方にも及んでおり、下関市も例外では

ない。人口は、１９８０年の３２万５千人をピークに一貫して減少し、市の経済を支えてきた基

幹産業の地盤沈下、交通網の整備などにより拠点としての地位を低下させるなど、地域の活

力は失われつつある。

このような時代において、下関市立大学は、下関市に立地する公立大学として、教育研究

にこれまで以上に力を注ぎ、また、グローバル化や地域社会の変容に向き合いながら地域課

題へ果敢に挑戦することで、我が国の地方創生による新たな時代への力強い歩みの一翼を

担うことが期待されている。

国籍、性別、障がいの有無、文化的相違など多様性を尊重し、学生や市民から信頼され、

市民にとって不可欠な存在であり続ける大学となるよう業務を遂行する。

教員数 ５６人 （学長を除く。）

教授 ２５人

准教授 １８人

講師 １人

助教 １人

特任教員 ４人

特命教員 ７人

職員数 ４５人 （臨時有期雇用職員及び再雇用職員を除く。）
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２. 第３期中期目標期間に係る全体的な状況

本法人が設置する下関市立大学の教育と研究は、３つの理念（１．教育と研究の一体性に基づく新

たな知の創造、２．東アジアを中心に広く世界に目を向けた教育と研究、３．地域社会の知的センタ

ーとして地域に根ざした教育と研究）に基づき、バランスのとれた教養豊かな高度職業人を養成

する及び地域社会及び国際社会の発展に寄与することを目的としている。

その理念と目的の実現を念頭に、教育研究の質の向上、大学全般の業務運営の充実及び積極的

な情報公開による透明性確保等、第３期中期計画の確実な実行にこれまで努めてきた。第３期中期

計画の１年目である２０１９年度末から新型コロナウイルス感染症のパンデミックに見舞われ、困難

な状況での業務運営となったが、理事長及び学長のリーダーシップのもと教職員が連携し、学生

の享受すべき学びの機会を確保するとともに組織改編や新学部設置などの先を見据えた改革を

続けてきた。その結果、現時点において、以下のような成果をあげることができた。

【教育に関する目標】

学部における教育の充実

教学マネジメント会議においてディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーの見直しについ

て検討し、２０２２年度入学生から適用する改正を行った。改正の主な内容は以下のとおりである。

・ディプロマポリシーに学修成果指標として定めた「５つの力（自己理解力（自己管理能力）、イノベ

ーション力、情報リテラシー、国際力、専門力）」を明記

・カリキュラムポリシーにアセスメントポリシーに基づく学修成果の評価を行うことを記載

※アセスメントポリシーについては、２０２１年度に策定を完了した。

また、新学部設置による複数学部化を見据え、２０２３年度入学生から適用するディプロマポリシ

ー及びカリキュラムポリシーの見直しを行い、新カリキュラムを決定した。

経済学部における主要授業科目を定めるとともに、各学科の科目群を軸として、専攻基礎、専攻

基本、専攻応用の科目区分ごとに授業科目を整理した履修系統図（カリキュラム・ツリー）を作成し、

学生便覧や教務システムCampusmate-Jへの掲載により学生に周知し、活用を促した。

そのほか、能動的な学びの促進と地域への関心の涵養として、地域で活躍する実務家と連携し

た授業（芸術、文化A等）や下関市や地域の企業・団体と連携した実践的なアクティブラーニング型

の授業（PBL、公共マネジメント特講）を開講するなど経済学部における教育の充実を図った。

大学院経済学研究科における教育の充実と入学者の増加

大学院研究科において長年定員割れが続いていた現状を鑑み、日本国内においても先駆的な学

問分野である教育経済学領域を２０２０年度に新たに開設した。また、社会人のニーズに対応した

土曜日及び休日並びに休業期（夏季・冬季）の集中講義などを組み合わせることで、必要な単位を

取得できる時間割編成を行うなどの改善を図り、２０２３年５月１日現在の大学院経済学研究科の

学生数は２５人（収容定員２０人）となった。

リカレント教育への取組

２０２０年度に設置したリカレント教育センターにおいて多様なコースを開設するとともに、社会

人や遠方の方が受講しやすいように対面とオンラインを並行した授業を実施し、また、通学の利便

性を考慮して下関駅近郊に開設したサテライトキャンパスにて土曜日・日曜日を中心に講義を開講

するなど地域社会の要求に基づいた教育を実践した。

学生支援の充実

組織改編により２０２０年度から新たに「相談支援センター」を設置し、学生の心身の健康保持や

学生生活の悩みに対して迅速に対応する体制を整え、学生支援課との役割分担を明確にしつつ相

互に連携することで学生への支援の充実を図った（コロナ禍においてのサークル活動の指導や生

活面での相談、取得単位過少の学生を対象とした学修支援等）。また、学生の学修意欲向上を図る

ため「成績優秀者学修奨励金」の制度を構築し、２０２２年度から運用を開始した。

キャリア支援の充実

授業科目の「キャリアデザイン」や「インターンシップ」などによる体系的なキャリア教育に加え、

合同業界研究会やキャリアセンターでのカウンセリングなどの就職支援事業を適切に実施し、高い

就職決定率を維持した。

【研究に関する目標】

大学予算を配分して実施する既存の研究制度を２０２０年度に見直し、新たに学長裁量経費を設

け特色のある研究等を支援することとした。これまで学長裁量経費を配分して実施した研究等は

以下のとおりである。

・教育経済学に関する研究
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・学修成果指標（ESLO）の主観的評価のための尺度開発と信頼性・妥当性の検証

・京都大学経済研究所との共同研究事業

※京都大学経済研究所との共同研究事業は、セミナー（成果報告会を含む。）を公開で実施するな

ど地域への知的好奇心の涵養の一端を担った。

【産官学連携の推進に関する目標】
シンクタンクとしての機能強化

地域の求める人材育成及び下関市を中心とする地域の産業活動及び地域社会の向上に寄与す

ることを目的として２０２０年度に設置した都市みらい創造戦略機構が中心となり、下関市が推進

するスマートシティ構想に係る「デジタル人材育成モデル実証事業」に２０２１年度から取り組んだ。

その成果を２０２３年３月３日開催の都市みらいフォーラム「新しい船出-これからの社会と公立大

学-」において報告するとともに意見交換会を行った。

地方創生への取組

初等・中等教育機関との連携として、下関市内の中等教育機関の生徒を対象に本学教員が論文等

の指導及び助言などを行う活動を継続するとともに、下関中等教育学校と２０２１年３月に連携協

定を締結した。また企業現場等を活用した授業の展開として、実務家教員による講義やインターン

シップ、ＰＢＬにおいて企業現場における課題や実務的な知識の習得などの実習を行った。

グローバル化への取組として

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により現地でのインターンシップは叶わなかったが、教職

員が迅速に対応し、シンガポールの企業とオンラインでのインターンシップを実施した。

【管理運営等に関する目標】

自己収入の増加に関する取組

授業料収入や寄附金収入以外の自己収入の拡大を目指し、次の取組を実施した。

・２０２０年度の組織改編において一旦委員会の大半を廃止し、教員の研究時間の確保に努めた。そ

の結果、２０２２年度の外部資金獲得金額は1,748万8千円となり改善が見られた。なお、教員

の研究支援を目的としたＵＲＡ室を２０２３年度に設置し、更なる外部資金獲得の拡大を図る予定

としている。

・２０２１年度にネーミングライツに関する基本方針や広告掲載基準を策定し、ネーミングライツ・パ

ートナー等の募集を開始した。その結果、２０２２年度は２件の企業・団体とネーミングライツ協定

を締結し、年間93万5千円の自己収入を確保した。

評価の充実に関する取組

２０２０年度に内部質保証の推進に責任を負う組織を経営戦略・点検評価会議及び教学マネジメ

ント会議と決定し、権限や役割等を明確化した。また、内部質保証の全学的な方針及び手続を定め

るとともに内部質保証のＰＤＣＡサイクルの作動が俯瞰できる概念図を作成するなど内部質保証

システムの構築を図ったうえで適切に運用した。

なお、学校教育法に基づく自己点検評価については、２０２１年度に本学独自の点検・評価項目を

設定し、報告書の構成を改めるなどの改善を図り、大学としての点検評価活動を充実させた。機関

別認証評価については、２０２２年度に一般財団法人大学質保証・評価センターによる認証評価を

受審し、２０２３年３月１５日付けにて大学評価基準を満たしているとの認定を受けた。

【その他の取組】

新学部設置への取組

２０２１年１１月に下関市において新学部設置の構想が公表され、２つの新学部設置の業務を行う

ため、学内に新学部設置準備室を設置し、新学部設置に向けた準備を行った。データサイエンス学

部（仮称）については、準備委員会等を通じてアドミッションポリシー等の３つのポリシーや定員を

定め、必要な科目や教員等を整理し、文部科学省へ学部設置認可申請を行った。また、教員の採用、

新校舎設計や関連する施設の建設協議、調整等を行った。 看護学部（仮称）については、新校舎設

計協議、教員の採用など、学部設置のための準備に着手した。

また、２つの学部の設置について、近隣高等学校や地元企業等と大学に求める役割やニーズにつ

いて、意見交換を行い、両学部に対する期待や歓迎の意見をいただいた。これらを背景に、下関市

の経済発展を担う優秀な人材、特にデータ・サイエンス分野の高度専門人材育成を主な目的として、

地域企業である株式会社山口フィナンシャルグループ、株式会社データ・キュービック及び株式会

社YMFGZONEプラニングと２０２２年１０月に、下関商工会議所と２０２３年２月に包括連携協定

を締結した。
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３. 2022年度の事業の実施状況 （特記事項）

１ 学部における教育の充実に関する目標

・新学部設置による複数学部化を見据え、２０２３年度入学生から適用するディプロマポリシー及び

カリキュラムポリシーの見直しを行い、新カリキュラムを決定した。（№1-1）

・民間企業の教育的ノウハウを導入したオンラインによる外国語学習の実施、派遣留学をする学生

に対しての経済的支援など、海外留学等を体験する学生の後押しとなるよう支援した。

また、海外協定校との情報交換等を継続し、相互の関係維持及び強化を図った。なかでも、韓国の

協定校である釜山外国語大学校の教職員２人と又松大学校の副総長等3人がそれぞれ来関し、本

学にて協議を行った。（№5-1）

２ 大学院研究科及び専攻科における教育の充実に関する目標

・大学院経済学研究科の開設科目を見直した結果、経済コミュニティシステム・国際ビジネス領域の

演習科目を課題研究に統一し、さらに、同研究科教育経済学領域との共通専攻基礎科目を設置す

る内容のカリキュラム改編を行い、領域間の連携・体系化を推進した。（№9-1）

・専任教員５人に加え、障がい者教育の専門家３人や生理病理の専門家である医師２人を非常勤講

師として迎え、専門性の高い授業を行った。専攻科の学生３人全員が特別支援学校教諭一種免許

状を取得したほか、市内の教育現場で働いている３人が科目等履修生として受講するなど、専門

的知識の教授や地域の求める人材の育成に努めた。(№11-2-1)

３ リカレント教育への取組に関する目標

・特別の課程による履修証明プログラムとして４月から新設の「旅館マネジメント専門家養成コー

ス」を含め４つのコースを提供した。対面とオンラインを並行して授業を実施するとともに、国際

貿易ビルに開所したサテライトキャンパスにて土曜日を中心に講義を行うなど、引き続き、市民

をはじめ遠方に居住する方や社会人が受講しやすい環境の整備に努めた。また、秋学期からの受

講希望者のために追加募集を行うなど、柔軟な対応を行った結果、受講定員６０人に対し、延べ１

２７人が受講した。（№12-2）

４ 質の高い入学者の確保に関する目標

・高校訪問はコロナ禍のため自粛したが、７月７日に開催した高校教員対象の学内入試説明会には、

地域推薦対象２０校のうち１３校が参加し、２０２３年度入試の情報提供や新学部に関する意見交換

Ⅰ 教育に関する目標 を行った。また、オープンキャンパスについては、８月６日、７日に制限人数を緩和して開催し、７

１５人（２０２１年度に比べ２８０人増）が来場した。また、当日の様子を実施後に動画配信し、非来場

者にも提供した。（№15-1）

・７月７日に開催した高校教員対象の学内入試説明会には地域推薦対象２０校中１３校が参加し、２０

２３年度入試の情報提供のほか、新学部設置に関する意見交換を行い、関心の高さを窺うことが

できた。結果として、２０２３年度入学者のうち下関市の高校からは６７人と２０２２年度入試と比

べ９人増加した。（№15-3）

・隔週で行われる学生広報スタッフのミーティングに広報課職員も参加し、学生広報スタッフの活

動（大学案内「在学生の一日」等の企画、２０２３年６月発行予定の大学案内別冊子（８ページ）の準

備、ＳＮＳの発信など）を支援した。（№１７-２）

５ 学生支援の充実に関する目標

(1) 学修支援

・学生の学修意欲向上を図るため、成績優秀者５０人に対し、成績優秀者学修奨励金を給付した。ま

た、当該制度の周知と学修奨励のため、成績優秀者の学修への取組や思いを大学ホームページに

掲載したほか、自身の修得成績が全体の中でどの位置にあるかを把握できるように、教務システ

ムCampusmate-Jにて全学生の成績分布を周知した。（№20-4）

(2) キャリア支援

・就職決定率は９８.８％、実就職率（卒業生から大学院進学者数を除いたもの）は９３.６％であった。

（№21-2）

(3) 生活支援

・新入生全員に「心の自己評価質問紙（SUBI）」を実施し、「心の疲労（陰性感情）」度と「心の健康（陽

性感情）」度を測定した。心の疲労度と心の健康度の両方でハイリスクとなった学生１３人に対して、

相談支援センターでの面接を働きかけ、そのうち１０人が、相談に来室した。その学生から、大学

生活や学修に関する不安等を聞き取り、情報等サポートの提供を行った。

そのほか、教務課や学生支援課から照会のあった学生や自ら相談に来室した学生については、学

内関係者と連携して学生理解や具体的な支援の提供を行った。また、精神科や心療内科、摂食障

害専門病院など市内を問わず、学生の状況に応じ、かつ、本人の意向を確認しながら主に病院へ

リファーした。学生から相談支援センターへの相談は、延べ１,５１４件であり、そのうち他部署と

の連携は１５８件、外部専門機関との連携は１２ケースであった。それ以外においても、ケースに
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ついてのカンファレンスやケース検討会議を随時行いながら、必要に応じて家族との連絡・連携、

その他、学内関係者とも情報共有を行い、学生への適切な支援を提供した。（№24-1）

１ 独創性及び特色のある高水準の研究の推進に関する目標

・独創性及び特色のある研究として京都大学経済研究所との共同研究事業に学長裁量経費を配分

し、９月２９日に本学にて「共同研究セミナー～ゲーム理論的手法による教育経済学へのアプロー

チ～」を、２月２２日にサテライトキャンパスにて「共同研究公開セミナー最終報告会」を開催する

など研究活動の推進を支援した。（№26-1）

２ 研究活動の充実に関する目標

(1) 研究支援体制の充実

・科学研究費助成事業等の申請・採択率向上を支援するため、研究支援体制の見直しについて検討

した結果、２０２３年４月から新たに下関市立大学ＵＲＡ室を設置することとした。（№28-2）

(2) 研究倫理の遵守

・研究倫理遵守のための啓発活動として、公的研究費の不正防止に関する研修会をオンデマンドで

実施し、対象者全ての受講を確認した。（№30-1）

３ 研究成果の社会還元に関する目標

・９月２９日に京都大学経済研究所と共同で「共同研究セミナー～ゲーム理論的手法による教育経

済学へのアプローチ～」を、２月２２日に「共同研究公開セミナー最終報告会」を開催した。また、３

月３日に「都市みらいフォーラム新しい船出-これからの社会と公立大学-」を開催し、午前の部は

スマートシティの推進に関する基調講演、デジタル人材育成モデル実証事業の成果報告及び意見

交換を、午後の部は学生及び教員の研究発表を行った。開催について市報しものせきや大学ホー

ムページにて広く周知し、市民等の参加を促した。（№31-1）

１ シンクタンクとしての機能強化に関する目標

・下関市からの受託事業として「下関市デジタル人材育成モデル実証事業」を実施し、成果報告会・

意見交換会として「都市みらいフォーラム新しい船出-これからの社会と公立大学-」（下関市立大

学都市みらい創造戦略機構の主催）を３月３日に開催した。意見交換会の中で、学生が教職員指導

のもととりまとめた提言（下関市公式ポータルサイト「しもまちプラス」の実態や下関市のスマー

トシティ構想などに関する内容）を下関市に対して行った。（№34-1）

Ⅱ 研究に関する目標

Ⅲ 産官学連携の推進に関する目標

２ 地方創生への取組に関する目標

・全国的なＤＸ人材不足が話題となっていることから、まずは、市民等がデータサイエンスを身近

に感じられるように、公開講座「統計・ＡＩ・ＤＳ入門の入門～統計・ＡＩ・ＤＳ（データサイエンス）の外

観と歴史を探る」をオンラインで開講した。（№43-1）

３ グローバル化への取組に関する目標

・海外事情に関する公開講座として、「ドイツ生命医療倫理の新展開～PGD・ゲノム編集の倫理的課

題とは？」を開講した。（№45-1）

・下関市に新たな物流の参入の可能性について、本学教授と大邱大学校教授（韓国）が共同研究を

開始した。（№46-1）

１ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

(1) 業務運営

・２０２１年度に引き続き、本学の規程等に定める様式の押印について、各所管等に廃止の要否を確

認した。その結果をとりまとめ、規程等の一括改正により９９件の押印廃止を実施した。これによ

り、押印廃止率は９５．８％となった。また、出張後の復命について、簡素化を図るなど、業務の効

率化を進めた。（№48-2）

(2) 人事の適正化

・人事採用計画に基づき実務家教員３人の内定を決定した。（№５２-１）

・学内で実施する事務職員一般研修の充実のため、一般社団法人公立大学協会が主催するオンライ

ン研修への参加を促すとともに、学外から講師を招聘し、専門的な研修を開催した。その他、他団

体が開催する研修にも参加するなど、２１件の研修に延べ１２５人が参加した。（№53-1）

(3) 働きやすい職場環境の構築

・組織改編を実施し、ジョブローテーションに配慮した人事を行った。また、事前に人事に関するヒ

アリングも実施し、業務分担の適正化に努めた。改編後の組織を点検する中で、要望の高かったＦ

Ｄ・ＳＤ委員会、キャリア委員会及び入試委員会を再設置することとした。再設置により、教員と事

務職員の連携が図られ、業務分担の改善につながった。年次有給休暇の取得促進については通知

を発し、その取得を促した。（№54-1）

２ 財務内容の健全性の確保に関する目標

(1) 自己収入の増加

Ⅳ 管理運営に関する目標
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・科研費等の申請支援を行い、科研費1,３４５万３千円を獲得した。（研究費総額の３４.６%）

(№56-1)

・ネーミングライツ協定を２件締結し、自己収入の確保に貢献した。（№56-2）

(2) 経費の適正管理

・人事管理システムを導入することで職員の就業状況の記録に係る業務を簡略化し、事務改善が図

られた。（№57-1）

３ 自己点検・評価・改善及び情報提供に関する目標

(1) 評価の充実

・具体的に設定された達成水準や指標等に基づき、法人と大学に関する評価活動を次のとおり実

施した。地方独立行政法人法に基づく自己点検評価については、２０２１年度業務実績報告書とし

て取りまとめ６月２９日付けで法人評価委員会に提出し、大学ホームページにて公表した。学校教

育法に基づく自己点検評価については、２０２１年度に本学独自の点検・評価項目を設定し、構成

を改めた点検評価報告書での自己点検評価を行い、その結果を「２０２１年度点検評価報告書」とし

て８月２日付けで大学ホームページにて公表した。また、大学の教育研究等の総合的な状況の評

価については、２０２２年度に一般財団法人大学教育質保証・評価センターによる認証評価を受審

し、３月１５日付けで大学認証基準を満たしているとの認定を受けた。これらの評価結果について、

改善に取り組み教育研究や大学運営の質の向上につなげることとした。（№59-1）

(2) 情報公開

・学校教育法、学校教育法施行規則、地方独立行政法人法に規定される公表事項について点検を実

施し、適正に公表していることを確認した。また、情報の内容については、点検評価報告書に定め

た評価の項目と視点に従い点検を行い、可能なものから順次改善を行った。（№60-1）

４ その他の業務運営に関する目標

(1) 施設の整備

含まれるオンライン会議等の機能を活用することで授業における利便性の向上を図った。

を提供することで学生の学習環境をより充実させた。（№62-2）

(2) 施設の活用

・下関市立大学新型コロナウイルス感染拡大防止のための危機対策方針(２０２１年３月２９日)によ

り、一般市民への施設利用及び貸出を制限したが、新型コロナ感染症予防対策を行うことを条件

に、参議院通常選挙や市議会議員選挙の施設貸出(７月９日、１０日、２月４日、５日)、日本赤十字社

が行う献血事業や近隣事業所への貸出を行った。そのほか、学生の利益に供するものとして大学

生協によるＰＣ受渡説明、新入生サポートセンター、講座ガイダンス及び中国大学サッカーリーグ

等への施設貸出を行った。(№63-1)

（3) リスク管理

・２０２１年度策定したＢＣＰの点検を行い、「非常時優先業務」等に係る改正を行った。（№65-1）



- 7 -

４. 自己評価の状況
２０２２年度 実施状況に関する自己評価

評価 教育 研究 産官学連携の推進 管理運営 計

Ⅳ 2 0 0 ３ ５

Ⅲ 4６ 9 22 3０ 10７

Ⅱ １ 0 0 1 ２

Ⅰ 0 0 0 0 0

計 ４９ ９ ２２ ３４ 114

Ⅳ：年度計画を上回って実施している

Ⅲ：年度計画を概ね順調に実施している

Ⅱ：年度計画を充分に実施できていない

Ⅰ：年度計画を実施していない

中期計画終了時に見込まれる実施状況に関する自己評価

評価 教育 研究 産官学連携の推進 管理運営 計

Ⅳ ０ ０ ０ ０ ０

Ⅲ ２６ ７ １４ ２０ ６７

Ⅱ ０ ０ ０ ０ ０

Ⅰ ０ ０ ０ ０ ０

計 ２６ ７ １４ ２０ ６７

Ⅳ：中期計画を上回る実績が見込まれる（完了含む）

Ⅲ：中期計画の達成が見込まれる（完了含む）

Ⅱ：中期計画の達成に課題がある

Ⅰ：中期計画の達成に大きな課題がある
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【用語の解説】

●アカデミックリテラシー

学術的な文章を読む能力や書く能力、学術的に考える能力をいう。２０１５年度

から始動したカリキュラムでは、１年次春学期に開講する演習科目名であり、全員

が履修登録をして受講する。その内容は、学術書の読み方や調べ方、レポートの書

き方、発表の仕方などで、大学での学びがスムーズにスタートできるようにするこ

とを目的としている。

●アクティブラーニング

教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加

を取り入れた教授・学習法の総称。グループ・ワーク、ディベート等。認知的、論理

的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る。

●アセスメントポリシー

学生の学修成果の評価の方針。学生の学修成果の評価について、その目的、達成す

べき質的水準、評価の実施方法などについて定めたもの。

●アドミッションポリシー

入学者受入れの方針。入学志願者や社会に対し、その教育理念や特色などを踏まえ、

教育活動の特徴や求める学生像、入学者の選抜方法などの方針をまとめたもの。

●インターンシップ

学生が自らの専攻や将来の職業に関連した就業体験を行う制度。インターンシップ

を経験することにより、高い就業意識を身につけることができ、大学での学習意欲の

向上につながるという効果を生むとともに、将来の進路選択において自らの適性や能

力について実践的に考える機会となる。

●外国語副専攻

外国語の背景にある文化等を学び、それらを踏まえて外国語をビジネス等において

実践的に活用する能力を高めることを目的として設けられたものをいう。

＊副専攻とは、各学科の教育課程のほか、学生が所属する学科の専門分野以外の特定

の分野やテーマ等について体系的な教育を実施し、広い視野を持つ人材を育成するこ

とを目的として設けられたものをいう。

●学習／学修

「学習」は、大学における教育課程での学びだけでなく、大学生活一般でのさまざまな

経験を通じて獲得する知識、技能、態度などを意味する。これに対して、「学修」は、

大学の教育課程における単位の修得を伴う学びを意味する。

●カリキュラムポリシー

教育課程編成・実施の方針。ディプロマポリシーの達成のために、どのような教育

課程を編成し、どのような教育内容・方法を実施するのかを定める基本的な方針。

●機関リポジトリ
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大学や研究機関が主体となって所属研究者の知的生産物を電子的に収集、蓄積、提

供するシステム、またはそのサービス。

●共同自主研究

学生が自分たちでテーマを決め、共同（１グループ５名以内）で調査・研究に取り

組むことによって、自主的な学習意欲を高めるとともに、コミュニケーション能力を

向上させることをねらいとした授業科目。学生は、指導教員の助言に基づきながら自

主的に調査・研究を行い、中間発表会を経て、最終的には「共同自主研究報告書」を

作成し提出するもの。

●公益通報制度

組織の内部の人間が組織の法律違反行為をしかるべき機関に通報し、事実調査を行

い、是正を図るとともに、通報者の保護を図る制度。

●事業継続計画（ＢＣＰ）

ＢＣＰとは Business Continuity Plan の頭文字をとった略語。災害や大事故等の

緊急事態が発生した際に、被害を最小限に抑えつつ、事業の継続や復旧を図るための

方針、体制、手順等を示した計画。

●専攻科

大学、短期大学及び高等専門学校に置くことができる課程。これらの高等教育機関

を卒業した者又はこれと同等以上の学力をもつ者を入学資格とし、精深な程度におい

て特別な事項を教授し、その研究指導をすることを目的として設置することができる、

修業年限を１年以上とする課程。大学における特別支援学校教諭養成のための専攻科

など。

●大学コンソーシアム関門

北九州市、下関市の５大学（北九州市立大学、九州共立大学、九州国際大学、下関

市立大学、西日本工業大学）が相互に連携・協力することにより、関門地域の高等教

育の充実及び発展を図るとともに、地域社会へ貢献することを目的とするもの。

●大学リーグやまぐち

山口県内の高等教育機関の連携を深め、また、行政、産業界等と広範なネットワー

クを形成し、それぞれの特性を活かした様々な連携事業を実施することにより、県内

高等教育機関の魅力及び地域貢献力の一層の向上を図るとともに、それぞれの主体が

一体となって、地域社会の発展に寄与することを目的とするもの。

●ダイバーシティ

多様性のこと。人種、宗教、文化、生活習慣、価値観、ライフスタイル、性別、性

的指向など個人の違いが尊重されている状態をいう。

●中国・四国六大学教員免許状更新講習システム

中国・四国地域の国立六大学（鳥取大学、島根大学、岡山大学、広島大学、山口大

学、高知大学）が中心となって開設した「中国・四国六大学教員免許状更新講習共同
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ホームページ」から利用できるシステムのこと。当該システムでは、受講対象者が更

新講習の受講申込み等を行うことができる。

●ディプロマポリシー

卒業認定・学位授与の方針。各大学が、その教育理念を踏まえ、どのような力を身

に付ければ学位を授与するのかを定める基本的な方針であり、学生の学修成果の目標

となるもの。

●内部質保証

大学等が、自らの責任で自学の諸活動について点検・評価を行い、その結果をもと

に改革・改善に努め、それによってその質を自ら保証すること。

●メタ認知

自分の思考や行動を客観的に把握・認識し評価する力のこと。メタ認知能力が身に

付いていると、自分で自分の認知状態を観察（セルフモニタリング）し、目標や計画

を立て直したり、異なる方略を選択したりする行動（セルフコントロール）が容易に

なり、問題解決や課題達成、戦略策定を自分自身で行う力を伸ばすことができる。

●認証評価

大学が文部科学大臣の認証を受けた評価機関により受ける評価のこと。大学の教育

研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況について評価する。大学、短期大学及び

高等専門学校は７年以内毎に同評価を受けることが義務付けられている。

●ビブリオバトル

参加者が読んで面白いと思った本を持って集まり、順番に本を紹介する。それぞれ

の発表の後に参加者全員でその発表に関するディスカッションを行い、全ての発表が

終了した後に「どの本が一番読みたくなったか？」を基準とした投票を参加者全員で

行うもの。

●プレイスメントテスト

学生を能力別に振り分ける試験。クラス分け試験。

●３つのポリシー

ディプロマポリシー、カリキュラムポリシー及びアドミッションポリシーのこと。

●リカレント教育

義務教育など学校教育を終えて社会の諸活動に従事してからも、個人の必要に応じ

て教育機関に戻り、繰り返し再教育を受けられる、循環・反復型の教育システム。

●履修系統図

学生が身につけることが期待される知識・技能・態度と授業科目との間の対応関

係や学修の道筋を示した図の総称。学生と教職員がカリキュラム全体の構造を俯瞰

できるようにすることで、体系的な履修を促す意図を持つ。

●Ａキャンパス

下関市内の３大学（下関市立大学、梅光学院大学及び東亜大学）による下関市三大
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学単位互換協定に伴う単位互換制度。

●ＥＳＬＯ（Employability based on Student Learning Outcome）

本学に在籍する全学部学生を対象に、GPA に基づいた客観的評価と学生自身による

主観的評価を用いた学修成果指標。変化が多い社会で生き抜くための基礎的・汎用的

能力の観点から大学での学びの成果を可視化し、大学教育の質の向上を図るもの。

●履修証明プログラム

学校教育法第１０５条に基づいて、社会人等の学生以外の者を対象とした一定の

まとまりのある学習プログラムを開設し、その修了者に対して法に基づく履修証明

書を交付するもの。なお、単位や学位を授与するものではない。

●ワークライフバランス

仕事と生活の調和と訳され、一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕

事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期

といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できることを指す。

●ＦＤ（Faculty Development）

教員が授業内容・方法を改善し、向上させるために行う組織的な取組みのこと。学

生に対しての授業評価アンケート、教員相互の授業参観や研修の開催などがある。

●ＧＰＡ（Grade Point Average）

世界標準的な大学での学生成績評価の方法であり、留学の際などに学力を測りやす

い。各科目の５段階評価を、秀（９０－１００点）４、優（８０－８９点）３、良（７

０－７９点）２、可（６０－６９点）１、不可（５９点以下）０、のように数値化し、

その平均点で評価する。

●ＩＣＴ（Information and Communication Technology）

情報通信技術の略であり、ＩＴ（Information Technology）とほぼ同義の意味を持

つもの。

●ＩＲ（Institutional Research）

大学の運営に役立つ情報を提供する役割を担う機能。大学内の様々な情報を収集、

数値化・可視化し、評価指標として管理して、分析結果を研究・学生支援・経営等に

活用する。

●ＰＢＬ（Project Based Learning）

プロジェクト遂行型の授業科目であり、一般に課題解決型学習という。企業・団体

が提案する実践的な課題に対し、企業・団体、学生、教員の三者が一体となってプロ

ジェクトを進めることで、学生の課題発見力や課題解決力、コミュニケーション力を

養成するもの。

●ＰＤＣＡサイクル

Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Act（改善）という事業活動等におけ

るマネジメントサイクル。この継続的な実施を通じ、大学における教育や研究の質を
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持続的に向上させるもの。

●ＳＤ（Staff Development）

教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、職員に必要な知識及び技能を

習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修をいう。職員には、事務

職員のほか、教授等の教員や学長等の大学執行部、技術職員等も含まれる。

●ＵＲＡ（University Research Administrator ）

大学などの研究組織において研究者及び事務職員とともに、研究資源の導入促進、

研究活動の企画・マネジメント、研究成果の活用促進を行って、研究者の研究活動の

活性化や研究開発マネジメントの強化を支える業務に従事する人材のこと。


